
 

船舶事故等調査報告書 

平成２４年３月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１那第４６号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２３年１０月２２日（土） １０時２０分ごろ 

発生場所 
 

沖縄県石垣市観音
かんのん

埼北西沖 

石垣市所在の琉球観音埼灯台から真方位３４５°１,０１９ｍ付近

（概位 北緯２４°２２.５′ 東経１２４°０６.５′） 

事故等調査の経過  平成２３年１０月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 飛鳥
あすか

、５トン未満（長さ４.００ｍ） 

 ２９６－１５００５沖縄、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 エンジン濡損 

 事故等の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りの目的で石垣

港を出港し、観音埼北西沖を約６ノットの速力で北進した。 

船長は、波が高くなったので釣りを断念して反転し、船尾方向から風を

受けて観音埼北西沖を南進中、船尾から波を受けて船外機が止まったた

め、船首を風浪に向けることができなくなり、平成２３年１０月２２日１

０時２０分ごろ浸水して転覆した。 

船長及び同乗者は、泳いで付近の海岸に上陸し、本船は、海上保安庁の

巡視船により石垣港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ４ 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 船長は、出港前に１１７番で気象の情報を入手していた。 

船長は、本海域を航行した経験は豊富であった。 

乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、観音埼北西沖を南進中、波を受けて船

外機が止まったことから、船首を波に向けること

ができず、波が打ち込み、浸水して転覆したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、本船が、観音埼北西沖を南進中、波を受けて船外機が止まっ

たため、船首を波に向けることができず、波が打ち込み、浸水して転覆し

たことにより発生したものと考えられる。 

 




